
組合員の皆様へ 

 

出資証券不発行に伴う証券の廃止について 

 

 日頃より当ＪＡの事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当ＪＡでは組合員の皆様からお預かりした出資金につきましては、出資

証券を発行させていただいておりますが、持分譲渡や脱退等のお手続きの際に

は、出資証券のご提出をお願いしており、お手数をおかけしております。 

 一方、全国的に債権・株券等の電子化に伴う証券廃止の流れが進む中、当ＪＡ

におきましても令和８年３月２日より出資金の電子管理に移行し、出資証券を

廃止することにいたしました。 

 出資証券の廃止に伴い現在お持ちの出資証券は無効となりますが、お預かり

している出資金ならびに組合員としての権利等には何ら変わりはなく、今後も

電子データにより厳格な残高管理を行うとともに、下記のとおりご対応させて

いただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．移行日時点の出資金残高につきましては、令和８年５月開催の通常総代会終

了後に郵送予定の「配当金お支払い・出資金残高のご案内」に記載しており

ますので、ご確認をお願い申し上げます。 

 

２．移行日以降、現在お持ちの出資証券は無効となります。回収はいたしません

ので、上記１の通知書による出資金残高の確認後、ご自身で廃棄をしていた

だきたく、お願い申し上げます。 

 

３．組合員の皆様からのご請求時には「出資金残高証明書」を随時発行いたしま

す。 

 

以上 
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重要なお知らせ 


